
洪水時等における一時避難施設の使用に関する協定  
（目的）  
第１条 株式会社ラウンドワンスタジアム さいたま・栗橋店（以下「甲」という。）と
久喜市（以下「乙」という。）は、洪水等が発生し又は洪水等が発生するおそれがある

場合（以下「洪水時等」という。）において、避難等を余儀なくされた者（以下「避難

者」という。）に対して、洪水時避難施設として使用すること等の協力に関し、次のと

おり協定を締結する。 
（定義） 
第２条 この協定において、「洪水時避難施設」とは、氾濫警戒情報や洪水警報等発表時
における一時的な避難施設をいう。 

（協力内容）  
第３条 乙は、洪水時等に必要と認めるときは、この協定に基づき甲に対し、次に掲げる
事項の全部又は一部について協力を要請することができる。甲は、乙の要請に対し可能

な限り協力するものとし、履行義務を負うものではない。 
（１）避難者に対し、甲の施設の一部を一時受入場所として無償提供すること。  
（２）避難者に対し、乙が備蓄する飲料水、食料等を提供すること。  
（３）避難者に対し、甲の施設において、水道水及びトイレを無償提供すること。  
（４）避難者に対し、知り得た災害に関する情報、公共交通機関の運行情報及び道路情

報等を提供すること。  
（５）その他、甲が避難者の一時受入等に関して乙に協力できる事項。 

（要請期間及び要請方法）  
第４条 前条の規定による協力の要請期間は、氾濫警戒情報や洪水警報等が発表され、避
難が開始されたときから、洪水等による浸水などの状況が改善されるまでの間とする。

ただし、やむを得ない事情があると認めた場合は、甲乙協議の上、期間を延長するもの

とする。  
２ 本協定に基づく要請は、口頭又は電話等をもって要請し、事後に文書を提出するもの
とする。  

３ 甲は、この協定に基づき協力したときは、口頭又は電話等をもって報告し、事後に報
告書を提出するものとする。  

（避難者の退去）  
第５条 乙は、前条の規定による避難者の一時的な受入れが終了した場合において、なお
正当な理由なく甲の施設から退去しない避難者がいるときは、甲と協力し避難者の退去

を指示するものとする。この場合において、乙は当該避難者の事情を考慮するものとし、

適宜適切な場所への移動を指示しなければならない。  
（住民への周知） 
第６条 甲は、乙が本協定に基づき洪水時等の避難施設であることについて、事前に甲に
よる広報内容について確認を得た上で、地域住民に対し周知を行うことを了承するもの

とする。ただし、周知方法については、甲乙協議の上、定めるものとする。 
（費用負担）  
第７条 乙は、甲が本協定に基づき当該施設を避難施設として提供した場合、施設の使用
料として甲に対し、光熱水費等の実費弁償相当分を支払うものとする。 



２ 乙は、使用料のほかに当該施設を避難施設として使用したことにより当該施設及びそ
の附帯設備、物品等に損害が生じた場合、その損害額を甲に支払うものとする。 

（損害補償）  
第８条 乙の要請により、甲が行った業務に従事した甲の従業員（甲への協力者を含む。）
が当該業務に従事したことにより、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害

の状態になったときは、埼玉県市町村消防団員等公務災害補償条例（平成１８年埼玉県

市町村総合事務組合条例第２８号）の例により補償する。  
（災害時の情報共有）  
第９条 甲及び乙は、第４条に規定する期間中に得た情報を相互に提供し合い、情報の共
有化に努めるものとする。  

（守秘義務）  
第１０条 甲は、第３条各号に掲げる事項への協力中に知り得た個人情報を、乙以外の者
に漏らしてはならない。第４条に定める期間が満了した場合も、また同様とする。  

（平常時からの備え）  
第１１条 甲は、洪水時等における円滑な協力体制が図れるよう乙の指導、助言及び協力
のもと、平常時から応援体制及び情報収集体制の整備に努めるとともに、乙が行う防災

訓練等に協力するものとする。  
２ 甲及び乙は、平常時から水害への備えに万全を期するため、本協定に関わる連絡体制
を毎年度更新し、変更があった場合は、その都度連絡するものとする。  

（協議） 
第１２条 本協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議
の上、決定する。  

（効力）  
第１３条 本協定の有効期間は、平成２９年１月２３日から平成３１年３月３１日までと
する。ただし、有効期間満了日の１か月前までに甲乙いずれからも更新に関する申し出

がないときは、本協定は更に１年間延長されるものとし、以降も同様とする。   
本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各１通を保有

する。   
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